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▶福智町役場本庁 ☎ 22-0555（代表）

「募集」「イベント」「相談」などなど、あなたの暮らしに役立つ〝情報満載〟のコーナー

救急医療情報キット無料配布

問 子育て支援センター　☎ 22ｰ2401

子育て支援センター
からのお知らせ

就学前のお子さんと保護者が対象。
すべてのイベントは予約制（8組限定）
で、10時30分に開始します。

❶ たなばた会▶ 7 月5日火   
❷ 親子リズム遊び▶ 7 月１5日金   
❸ 誕生会▶ 7 月２2日金
❹ アロマクラフト▶ 7 月26日火
❺ 水遊び▶ 7月29日金・8月5日金
※ 7月1日から予約受付を開始します。
たなばた会は 6 月1日から受け付けています

（定員になり次第受付終了）。

● 子育てサロンを予約制で開放中！
▶月～金 10～12時（５組）
▶月～金 13～15時（５組）
※感染症の状況により、イベントやサロンが急遽
中止になることがあるのでHPでご確認ください。

問 役場 高齢障がい福祉課 
　 ☎２２ｰ７７６２　

 「救急医療情報キット」とは、緊急時に駆
けつけた救急隊員などに必要な情報を
伝えるため、あらかじめ自分の氏名、年
齢、持病、かかりつけ医、緊急連絡先な
どを記入した用紙をプラスチック容器の
中に入れて冷蔵庫に保管しておくもので
す。緊急時にあなたの命をつなぐ「救急
医療情報キット」を無料で配布しています。
対象者　次のいずれかに該当する人
①高齢者（65 歳以上）のみの世帯
② 高齢者で日中（昼間）独居となる人
③ 健康に不安がある高齢者
④身体障がい者手帳・療育手帳・精神障
がい者保健福祉手帳の交付を受けた人
⑤ その他町長が利用を適当と認める人
申請・配布場所
　福智町役場高齢障がい福祉課
　福智町地域包括支援センター
配布時期　随時

心
配
ご
と
相
談

補
聴
器
相
談

職
業
訓
練
生
募
集（
障
が
い
の
あ
る
人
）

自
衛
官
採
用
試
験

調
停
無
料
相
談
会

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新

福
岡
県
防
災
士
養
成
研
修
・
試
験

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
の
送
付

福
祉
の
し
ご
と
就
職
フ
ェ
ア【
Ｗ
Ｅ
Ｂ
面
談
会
】

訪
問
型
ケ
ア
プ
ラ
ン
利
用
者
訪
問
調
査

原
口
あ
き
ま
さ
さ
ん
と
学
ぶ「
相
続・遺
言
」

こ
ど
も
支
援
オ
フ
ィ
ス
無
料
巡
回
相
談
会

【
日
時
】　

7
月
23
日
土
13
時
～
16
時

【
参
加
方
法
】　

①
会
場
参
加
型（
無
料
）予
約
制
、
定
員

２
０
0
人

会
場
　
西
鉄
ホ
ー
ル（
福
岡
市
中
央
区
天

神
ソ
ラ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ
ビ
ル
6
階
）

②
Ｗ
ｅ
ｂ
参
加
型（
無
料
）予
約
制
、
定
員

５
０
０
人
　

【
予
約
期
間
】　

7
月
1
日
金
～
15
日
金

【
予
約
方
法
】　

①
Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
９
２ｰ

７
１
４ｰ

４
２
３
４

　
　
　
　
（
福
岡
司
法
書
士
会
事
務
局
）

②
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト　
「
福
岡
県
司
法
書
士

会
」
で
検
索
。
こ
ち
ら
か
ら

も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
→

問
福
岡
司
法
書
士
会
事
務
局

　

☎
０
９
２ｰ

７
２
２ｰ

４
１
３
1　

　

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
で
は
、
介

護
給
付
適
正
化
の
た
め
の
訪
問
型
ケ
ア
プ

ラ
ン
点
検
事
業
と
し
て
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
ご
利
用
の
か
た
の
ご
自
宅
に
広
域

連
合
職
員
が
事
前
連
絡
な
し
で
訪
問
し
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
の
聞
き

取
り
調
査
を
行
い
ま
す
。
実
際
の
利
用
状

況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
訪
問

に
際
し
あ
ら
か
じ
め
ご
連
絡
し
ま
せ
ん
の

で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合 

　

☎
０
９
２ｰ

９
８
１ｰ

９
０
７
５

研
修
・
試
験
」を
開
催
し
ま
す
。
参
加
す

る
に
は
、
諸
条
件
・
注
意
事
項
が
あ
る
の

で
、
参
加
希
望
者
は
、
役
場
防
災
管
理
・

管
財
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

役
場
防
災
管
理
・
管
財
課
で

申
込
書
を
入
手
し
作
成
の
う
え
同
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

7
月
22
日
金

開
催
場
所　

福
岡
県
立
飯
塚
研
究
開
発

セ
ン
タ
ー
2
階
多
目
的
ホ
ー
ル

日
程　

11
月
12
日
土
・
13
日
日

費
用　

教
本
代
、
受
験
料
、
認
定
登
録
料
、

合
計
1
万
１
５
0
0
円
そ
の
他
証
明
写

真
代
な
ど

問
役
場 

防
災
管
理
・
管
財
課

　

☎
２
２ｰ

7
7
7
1

　　

65
歳
以
上
の
方
に
、
令
和
４
年
度
の
介

護
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
７
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
自
己
負
担
割
合

が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険

は
皆
さ
ま
の
納
付
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

災
害
や
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
失
業
等
や
む
を
得

な
い
理
由
で
納
付
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
や
納
付
猶
予

な
ど
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
役
場
高
齢
障
が
い
福
祉
課 

　

☎
２
２ｰ

７
７
６
２

　

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合

　

☎
０
９
２ｰ

９
８
１ｰ

９
０
７
１

❶
日
時　

7
月
14
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

方
城
分
館

❷
日
時　

7
月
16
日
土
10
時
～
15
時

　

場
所　

金
田
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

➌
日
時　

8
月
4
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

※
7
月
16
日
土
の
み
司
法
書
士
に
よ
る

特
別
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
特
別
相
談

は
要
予
約
、
相
談
無
料
で
す
。

問
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
２ｰ
６
６
３
１

日
時　

7
月
8
日
金
9
時
～
10
時

場
所　

役
場 

本
庁
舎

※
令
和
4
年
３
月
末
両
支
所
廃
止
の
た

め
、
本
庁
舎
の
み
で
の
対
応
と
な
り
ま

し
た
。
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
役
場
高
齢
障
が
い
福
祉
課 

　

☎
２
２ｰ

７
７
６
２

　

最
近
巷
で
よ
く
耳
に
す
る「
相
続
登
記

の
義
務
化
」「
所
有
者
不
明
の
土
地
問
題
」

と
い
う
言
葉
。
法
律
が
変
わ
っ
て
い
く
今

こ
の
時
期
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
知
っ
て
お

く
ベ
き
知
識
は
何
な
の
か
。「
相
続
・遺
言
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
タ
レ
ン
ト
原
口

あ
き
ま
さ
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
？

　

介
護
保
険
施
設
の
利
用
負
担
を
軽
減
す

る
負
担
限
度
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
7

月
31
日
で
す
。
引
き
続
き
利
用
す
る
方
は
、

期
日
ま
で
に
更
新
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者　

①
生
活
保
護
受
給
者
②
本
人・

配
偶
者
・
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
、
預
貯
金
な
ど
の
合
計
額
が
基
準
額
以

下
の
ひ
と　

申
請
期
限　

７
月
29
日
金

持
参
物　

申
請
書
・
同
意
書
・
全
て
の
通

帳
の
写
し

問
役
場
高
齢
障
が
い
福
祉
課 

　

☎
２
２ｰ

７
７
６
２

　

子
育
て
や
家
族
の
悩
み
、
家
計
相
談
な

ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
相
談

無
料
、
要
予
約
）。

日
時　

７
月
８
日
金

　
　
　

①
10
時
30
分
～
12
時

　
　
　

②
13
時
～
14
時
30
分

場
所　

役
場
本
庁
３
階
庁
議
室

問
こ
ど
も
支
援
オ
フ
ィ
ス

　

☎
４
４ｰ

８
６
１
２

　　

地
域
の
防
災
体
制
の
中
心
的
な
役
割

を
担
う
自
主
防
災
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
を

養
成
す
る
た
め
、「
福
岡
県
防
災
士
養
成

庶
務
課
庶
務
係 

　

☎
４
２ｰ

０
１
６
３

　　

Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
就

職
フ
ェ
ア
で
す
。
１
回
あ
た
り
約
25
法
人

が
参
加
。
１
法
人
あ
た
り
最
長
25
分
、
最

大
６
法
人
と
面
談
で
き
ま
す
。
参
加
法
人

情
報
は
、
フ
ェ
ア
の
約
２
週
間
前
に
特
設
サ

イ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。

日
時　

７
月
22
日
金
13
時
～
16
時

対
象　

施
設
等
へ
の
就
職
希
望
者
、
令
和

５
年
３
月
の
大
学
、
専
門
学
校
等
卒
業
予

定
者
（
高
校
生
除
く
）

参
加
方
法　

こ
ち
ら
か
ら
→

エ
ン
ト
リ
ー
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
岡
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー 

　

☎
０
９
２ｰ

５
８
４ｰ

３
３
１
０

期
日　

７
月
20
日
水

受
付
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
3
時
ま
で

場
所　

田
川
青
少
年
文
化
ホ
ー
ル

　
　
　

２
階
大
会
議
室

相
談
内
容　

夫
婦
間
の
も
め
事
や
遺
産

相
続
な
ど
家
庭
内
・
親
族
間
の
問
題
、
あ

る
い
は
不
動
産
や
お
金
の
貸
し
借
り
・
交

通
事
故
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
身
近
に
起
こ
っ

た
争
い
、
こ
の
よ
う
な
家
事
と
民
事
の
紛

争
の
解
決
手
段
の
一
つ
と
し
て
調
停
制
度

（
話
し
合
い
で
円
満
に
解
決
す
る
手
続
き
）

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
調
停
制
度
と
は
ど
ん

な
も
の
で
、
利
用
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な

手
続
き
が
必
要
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
員　

裁
判
所
か
ら
任
命
さ
れ
た
民

事
調
停
委
員
、
家
事
調
停
委
員

問
福
岡
地
方
・
家
庭
裁
判
所
田
川
支
部

　

福
岡
県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
北

九
州
市
若
松
区
）で
は
訓
練
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

【
募
集
科
目
】

令
和
４
年
10
月
入
校　

職
域
開
発
課

令
和
５
年
４
月
入
校　

①
3
Ｄｰ

Ｃ
Ａ
Ｄ

科
②
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科
③
商
業
デ
ザ

イ
ン
科
④
Ｏ
Ａ
事
務
科
⑤
流
通
ビ
ジ
ネ

ス
科
⑥
流
通
ビ
ジ
ネ
ス
科
音
声
パ
ソ
コ

ン
コ
ー
ス
⑦
総
合
実
務
科

【
訓
練
期
間
】　

1
年
間（
②
の
み
2
年
間
）

【
募
集
期
間
】　

7
月
19
日
～
9
月
16
日

【
応
募
対
象
】　

身
体
障
が
い
、
精
神
障
が

い
、
知
的
障
が
い
、
高
次
脳
機
能
障
が
い
、

難
病
な
ど
の
あ
る
人
（
障
が
い
手
帳
の
有

無
を
問
い
ま
せ
ん
）。
音
声
パ
ソ
コ
ン
コ
ー

ス
は
視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
、
総
合
実
務

科
は
知
的
障
が
い
の
あ
る
人
。

【
入
校
日
】　

令
和
5
年
4
月
11
日

問
福
岡
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校 

　

☎
０
９
３ｰ
７
４
１ｰ

５
4
３
１

【
採
用
試
験
案
内
】

募
集
項
目　

第
3
回
自
衛
官
候
補
生

資
格　

日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上

32
歳
ま
で
の
人

受
付
期
間　

6
月
18
日
土
～
7
月
15
日
金

試
験
日　

7
月
22
日
金
・
23
日
土

会
場　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験（
予
定
）

【
自
衛
官
就
職
説
明
会
】

日
時　
7
月
3
日
日
・
31
日
日
10
時
～
15
時

会
場　

田
川
情
報
セ
ン
タ
ー
1
階
研
究
室

備
考　

参
加
無
料
、
予
約
不
要
、
入
退
場

自
由

問
自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

　

☎
０
９
4
８ｰ

2
2ｰ

4
8
4
7


